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第 ４ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和７年10月２日(木曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時29分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第５号) 

議案第４号 令和７年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予算

(第２号) 

議案第６号 令和７年度熊本県電気事業会

計補正予算(第１号) 

議案第11号 熊本県伝統工芸館条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第13号 財産の取得について 

議案第58号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第６号) 

報告第11号 公益財団法人水俣・芦北地域

振興財団の経営状況を説明する書類の提

出について 

報告第12号  公益財団法人熊本県環境整備

事業団の経営状況を説明する書類の提出

について 

報告第13号 一般財団法人熊本テルサの経

営状況を説明する書類の提出について 

報告第14号 公益財団法人熊本県雇用環境

整備協会の経営状況を説明する書類の提

出について 

報告第15号 希望の里ホンダ株式会社の経

営状況を説明する書類の提出について 

報告第16号 公益財団法人くまもと産業支

援財団の経営状況を説明する書類の提出

について 

報告第17号 株式会社テクノインキュベー

ションセンターの経営状況を説明する書

類の提出について 

報告第18号 一般財団法人熊本県伝統工芸

館の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

報告第19号 公益財団法人熊本県立劇場の

経営状況を説明する書類の提出について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①「第七次熊本県環境基本計画」の策

定について 

②「次期熊本地域地下水総合保全管理 

  計画」の策定について 

③「第２期熊本県スポーツツーリズム

推進戦略」の策定について 

④４つの県有スポーツ施設の整備の方

向性等について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 髙 島 和 男 

        副委員長 南 部 隼 平 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 髙 井 千 歳 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 清 田 克 弘 

             政策審議監 枝  國 智  子 

         環境局長 原  田 義  隆 

      県民生活局長 中 川 博 文 

      環境政策課長 木 原   徹 

     水俣病保健課長 中 田 幸 一 
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     水俣病審査課長 塚 本   健

    環境立県推進課長 若 杉   誠 

      環境保全課長 廣  畑 昌  章 

       自然保護課長 野  田 貞  幸 

首席審議員 

   兼循環社会推進課長 村 岡 俊 彦 

   くらしの安全推進課長 岸 森 法 夫 

       消費生活課長 浦 田 武 史 

男女参画・協働推進課長  小佐井  郁  里 

     人権同和政策課長 山 本 智 勇 

商工労働部 

          部 長 上 田 哲 也 

        政策審議監  佐 﨑 一 晴 

     商工雇用創生局長 時 田 一 弘 

            産業振興局長 中 島 一 哉 

       商工政策課長 佐 藤   豊 

     商工振興金融課長 村 上 友 彦 

     労働雇用創生課長 荒 木 貴 志 

        産業支援課長 小 松 篤 史 

エネルギー政策課長 吉 澤 和 宏 

       企業立地課長 山 田 純 子 

販路拡大ビジネス課長 渡 辺 陽  司 

観光文化部 

          部 長 脇   俊 也 

        政策審議監 川  㟢 典  靖 

     観光文化政策課長 佐 方 美 紀 

       観光振興課長 浦 本 雄 介 

   スポーツ交流企画課長 松 尾 亮 爾 

 企業局 

          局 長 久 原 美樹子 

首席審議員 

兼総務経営課長 馬 場 幸 一

  

         工務課長 福 本 政 洋 

労働委員会事務局 

          局 長 浦 田 美 紀 

       審査調整課長 守 屋 芳 裕 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

        議事課主幹 須 田 恵美子 

    政務調査課課長補佐 那 須    豊 

     ――――――――――――――― 

 午前９時59分開議 

○髙島和男委員長  

 ただいまから第４回経済環境常任委員会を

開会いたします。 

 まず、前回の委員会以降に人事異動があっ

ておりますので、自席から自己紹介をお願い

いたします。 

  （商工雇用創生局長～産業支援課長の順

に自己紹介） 

○髙島和男委員長 それでは、本委員会に付

託された議案等を議題とし、これについて審

査を行います。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 なお、本日の委員会は、インターネットで

中継しておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いします。 

 また、執行部からの説明は、着座のまま簡

潔にお願いします。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 清田環境生活部長。 

 

○清田環境生活部長 おはようございます。 

 環境生活部の議案等の説明に入ります前

に、令和７年８月10日からの大雨への対応に

ついて御報告いたします。 

 環境生活部では、被災市町村と連携し、発

災直後から被災者の生活再建の支援に取り組

んでおり、災害廃棄物の処理については、10

市町で仮置場が設置され、その他の自治体を

含め、現在12の市町で災害廃棄物の処理を進

めております。被災住家の片づけごみの仮置

場搬入はおおむね終了し、地域内の処分場や

地域外での広域処理により、集積された災害
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廃棄物の処分を順次進めているところです。 

 次に、水道施設については、地区の水道組

合等が設置する小規模な施設も含め、９月初

旬には断水が解消し、現在、施設の本復旧に

向けて、水道事業者と国との連絡調整等を行

っています。 

 こうした中、８月28日に実施した国への緊

急要望で、災害廃棄物の処理や水道施設の早

期復旧に加え、自然公園施設の早期復旧に向

けた財政支援等を要望したところです。一部

要望が実現したものもございますが、要望内

容が実現するよう、引き続き国との協議を行

ってまいります。 

 被災された皆様の生活再建の第一歩となる

災害廃棄物の早期の処理等に向けて、引き続

き、被災市町村と連携し、全力で取り組んで

まいります。 

 それでは、環境生活部関係議案の概要につ

いて御説明いたします。 

 今回提出しております議案は、条例等議案

関係の県出資団体等の経営状況の報告２件、

追加提案の予算関係１件です。 

 追加提案しております第58号議案の令和７

年度熊本県一般会計補正予算でございます

が、委員会説明資料追号分、１ページ、追号

分補正額(Ｃ)欄をお願いいたします。 

 総額1,600万円余の増額をお願いしており

ます。 

 内容は、８月10日からの大雨で被災した自

然公園施設の復旧等に要する経費です。 

 このほか、その他報告事項として、第七次

熊本県環境基本計画の策定についてなど２件

御報告いたします。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 説明資料の１ページをお願いします。 

 報告第11号、公益財団法人水俣・芦北地域

振興財団の経営状況を説明する書類の提出に

ついてです。 

 別冊の水俣・芦北地域振興財団の経営状況

を説明する書類で御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 当財団は、国の施策に基づくチッソへの金

融支援や水俣・芦北地域の再生、振興に寄与

する目的で設立され、左側、枠囲みの３つの

財団法人を、平成12年に財団法人水俣・芦北

地域振興財団として統合した後、平成24年に

公益財団法人に移行し、現在に至っておりま

す。 

 当財団では、右側、枠内に記載の基本財産

及び特定資産の計80億円の運用益等により、

各種事業を実施しております。 

 ３ページをお願いします。 

 事業報告でございます。 

 令和６年度は、枠内に記載の４つの助成事

業とチッソへの貸付事業を実施し、３ページ

の下から５ページが地域振興事業、６ページ

がもやい直しセンター運営費助成事業、７ペ

ージが環境技術研究開発事業、８ページが市

町福祉対策特別助成事業の実績となります。 

 ８ページの下から10ページには、令和６年

度末時点のチッソへの貸付金の残額等を記載

しております。 

 11ページをお願いします。 

 決算報告でございます。 

 貸借対照表の左上、Ⅰ、資産の部は、普通

預金やチッソへの貸付金等で、令和６年度末

時点の資産合計は、資産の部の最下段に記載

の1,177億円余でございます。 

 その下のⅡ、負債の部は、チッソへの設備

投資資金貸付けのための県からの借入金等

で、負債合計は、負債の部の最下段に記載の

94億円余でございます。 

 以上、資産合計から負債合計を引いた正味
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財産合計は、下から２行目に記載の1,082億

円余となっております。 

 次の12、13ページは、正味財産増減計算書

でございますが、以降、17ページの財産目録

までの説明は省略させていただきます。 

 次に、19ページをお願いします。 

 今年度の事業計画です。 

 昨年度に続き、４つの助成事業とチッソへ

の貸付事業を行うこととしております。 

 次の20、21ページは、今年度の予算書でご

ざいます。 

 各事業費の増減等はございますが、事業の

基本的な組立ては、昨年度から変更ございま

せん。 

 環境政策課は以上でございます。 

 

○野田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 委員会資料追号分の２ページをお願いしま

す。 

 まず、１段目の自然保護費でございます。 

 説明欄の自然環境保全対策事業費の特定外

来生物スパルティナ属防除対策事業でありま

すが、８月の大雨により、宇城市の砂川にお

いて防除のために敷設していた防草シートの

一部に破損が生じたため、早急に復旧を行う

ものです。 

 次に、２段目の観光施設災害復旧費でござ

います。 

 説明欄の観光施設単県災害復旧費の自然公

園施設等災害復旧事業でありますが、８月の

大雨により、県有の公園施設である雲仙天草

国立公園内の天草ビジターセンターの歩道が

損壊し、千巌山で山腹崩壊が発生しました。

また、矢部周辺県立自然公園の桟橋に破損が

生じました。このため、早急に調査測量委託

を行うものです。 

 自然保護課は以上でございます。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 報告第12号、公益財団法人熊本県環境整備

事業団の経営状況を説明する書類の提出につ

いて御説明いたします。 

 別冊の法人の経営状況を説明する書類のイ

ンデックスの２の１ページをお願いいたしま

す。 

 当該法人は、南関町に所在します最終処分

場、エコアくまもとを運営する法人でござい

ます。 

 まず、事業概要報告書でございます。 

 Ⅰ、法人の概況ですが、主な事業は、公共

関与による管理型最終処分場、エコアくまも

との運営など、廃棄物の処理に関する事業で

ございます。 

 次に、２ページ中ほど、Ⅱ、事業の状況を

お願いします。 

 １、事業の実施状況ですが、(1)の産業廃

棄物処理については、約5,800トンを受け入

れております。 

 次に、財務状況を御説明いたします。 

 ５ページの貸借対照表をお願いいたしま

す。 

 左から２番目の当年度の欄を御説明いたし

ます。 

 まず、資産の部ですが、普通預金や維持管

理積立資産等を合計しまして、資産合計額

は、表の中段ほどに記載しておりますが、67

億7,000万円余でございます。 

 次に、負債の部です。 

 未払い金や借入金などを合計いたしまし

て、科目欄、下から14行目に記載しておりま

す負債合計は、21億4,600万円余でございま

す。 

 以上から、資産から負債を引いた財団の正

味財産合計は、下から２行目、46億2,300万

円余となっております。 

 ６ページ、７ページの正味財産の詳細は省

略させていただきます。 

 次に、11ページをお願いいたします。 
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 本年度の事業計画でございます。 

 ２、事業内容の(1)処分場運営に関する事

業に記載のとおり、引き続き、廃棄物を適正

に受け入れ、安全で安定的な稼動に努めると

ともに、適正な維持管理を行ってまいりま

す。 

 最後に、12ページから15ページにかけまし

て、本年度予算を記載しておりますので、御

覧いただければと思います。 

 以上が財団の経営状況の報告でございま

す。 

 循環社会推進課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、商工労働部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 上田商工労働部長。 

 

○上田商工労働部長 おはようございます。 

商工労働部でございます。 

 議案等の説明に先立ちまして、令和７年８

月10日からの大雨への対応及び県内の景気、

雇用情勢につきまして概略を申し上げます。 

 初めに、令和７年８月10日からの大雨への

対応についてです。 

 大雨発生後、県内中小企業・小規模事業者

の被害状況につきまして、関係市町村や商工

会、商工会議所と連携し、速やかに調査を進

めてまいりました。県の推計による被害額

は、商工業、観光業、交通関係を含め約283

億円、事業者数は約3,300者に上る見込みで

ございます。 

 県内の広い範囲で多くの事業者が被災され

ており、被災した中小企業者を支援するた

め、県では、新たな融資制度を創設し、９月

17日に運用を開始しました。 

 また、被災した施設、設備の復旧を支援す

るための補助制度の創設に向けまして、首相

官邸や経済産業省への要望を行いますととも

に、具体的な復旧費用の措置に向けた調査を

実施し、現在その結果の取りまとめを進めて

います。 

 引き続き、関係機関と連携しながら、被災

された事業者の皆様の一日も早い復旧、復興

に向けて、全力で取り組んでまいります。 

 続きまして、県内の景気、雇用情勢につい

てです。 

 10月１日公表されました日銀の金融経済概

観では「熊本県内の景気は、緩やかに回復し

ている｡」と、６か月にわたり継続して判断

を据え置かれました。また、７月の本県の有

効求人倍率は1.17倍となり、前月から0.01ポ

イントの低下が見られました。しかしなが

ら、依然として人手不足の状況は続いてお

り、今後も状況を注視してまいります。 

 それでは、今回提案しております商工労働

部の議案等の概要につきまして御説明いたし

ます。 

 お手元、説明資料の３ページをお願いいた

します。 

 令和７年度９月補正予算は、補正額(Ｂ)の

欄の商工労働部合計、下から３つ目で、３億

2,100万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 その内容としましては、熊本県開業ワンス

トップセンターの設置に要する経費及び新規

県営工業団地の整備に要する経費でございま

す。 

 また、債務負担行為の変更が１件、財産の

取得が１件でございます。 

 次に、報告事項として、県が出資します５

つの法人の経営状況について御報告いたしま

す。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございます。詳細につきましては、関係課

長から説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 
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○荒木労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 委員会説明資料の４ページをお願いしたい

と思います。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 職業能力開発拠点整備事業でございます

が、今年度の当初予算におきまして、熊本市

南区にあります熊本県立高等技術専門校の自

動車車体整備科実習棟の建築工事と実習に必

要となります自動車リフトの基礎工事分のう

ち、令和８年度にかけて工事を予定している

当該実習棟の建築工事分について、債務負担

行為の額を設定していたところでございま

す。 

 しかしながら、自動車リフトにつきまして

は、基礎工事のほか、機器本体及び附帯設備

の設置などにつきまして、12月から着手する

実習棟の建築工事と密に連携しながらの施工

が必要となりますことから、自動車リフト等

の一式の工事としまして、今年度一括して発

注契約するために、今回債務負担行為設定額

の変更を行うものでございます。 

 続きまして、法人の経営状況の報告を行い

ます。 

 別とじの経営状況を説明する書類のうち、

黄色の付箋のインデックスの３番の一般財団

法人熊本テルサの経営状況の書類をお願いい

たします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 概要でございますけれども、当財団は、平

成８年に設立され、４の設立目的は、勤労者

の福祉に関する事業を行い、県民の福祉の向

上に寄与することとなっております。 

 また、６の基本財産は１億円で、県は、そ

の７割の出資を行っておるところでございま

す。 

 続きまして、２ページをお願いしたいと思

います。 

 令和６年度の事業状況報告書でございま

す。 

 １の総括の４行目から記載のとおり、令和

６年度は、コロナ前に比べまして、大人数の

忘新年会が１割ほど減少した影響もあり、売

上げは前年を僅かに超える約６億9,073万円

で、コロナ前の水準である７億円に届きませ

んでした。 

 なお、償却前営業利益は、支出削減に取り

組んだ結果、645 万円余の黒字となりました

が、減価償却と営業外損益後の経常利益は

1,187 万円余の赤字、当期純利益も 1,132 万

円余の赤字となりました。 

 続きまして、３の施設別売上状況でござい

ますけれども、令和６年度は、宿泊、レスト

ラン、喫茶などで前年度売上高を上回りまし

たが、婚礼、会議、研修室、ホール等では下

回り、合計では、僅かに63万円ほど上回る結

果となりました。 

 続きまして、３ページでございますけれど

も、こちらは、令和６年度決算書でございま

すが、先ほど総括のところで説明した内容と

重複しますので、説明につきましては省略さ

せていただきます。 

 続きまして、５ページをお願いしたいと思

います。 

 令和７年度事業計画書でございます。 

 １の経営目標に記載しておりますとおり、

テルサ職員が初心に返り、力を合わせて売上

げ増を図り、経費節減に努め、償却前営業利

益、当期純利益の黒字化を目指すことに全力

を注いでいくとしております。 

 続きまして、６ページをお願いしたいと思

います。 

 令和７年度の予算書でございますけれど

も、１の売上高を７億3,524万円余、前年度

と比較して、2,103万円余の増を見込んでお

るところでございます。 

 熊本テルサの経営状況は以上となります。 

 続きまして、黄色のインデックス、今度は

４番の公益財団法人熊本県雇用環境整備協会
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の経営状況の書類をお願いいたします。 

 まず、１ページ、お願いしたいと思いま

す。 

 財団の概要でございます。 

 ４の設立目的は、地域の発展を担うべき人

材の確保、育成、定住促進に寄与することと

なっております。 

 次に、５の基本財産ですが、１億円の全額

及び６の運用財産28億円余のうち20億円を、

県がそれぞれ出資しておるところでございま

す。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 ２ページから３ページが、令和６年度に実

施しました事業状況となります。 

 １の講座・セミナー・育成事業や２の相談

事業など５つの柱で、県からの委託事業のほ

か、独自事業といたしまして、高校生、大学

生等をはじめとしました幅広い世代に対する

就職支援事業を実施しているところでござい

ます。 

 続きまして、４ページをお願いしたいと思

います。 

 決算書のうち、正味財産増減計算書でござ

います。 

 まず、(1)の経常収益は、地域無料就労相

談窓口運営事業でございますジョブカフェブ

ランチの拡充により、前年度から1,000万円

余の増となる１億3,793万円余となりまし

た。 

 一方、(2)の経常費用は、１億3,125万円余

であり、ジョブカフェブランチ拡充に伴い、

人件費増とはなりましたが、事業見直しによ

り、前年度から200万円余の増にとどまって

おるところでございます。 

 また、４ページの最下段、正味財産期末残

高は、29億201万円余となっております。 

 少し飛びまして、８ページ、お願いしたい

と思います。 

 令和７年度、今年度の事業計画でございま

す。 

 令和６年度に引き続き、５つの柱により、

求職者と企業等が相互に理解し、ミスマッチ

を防ぐ機会の創出に取り組むこととしており

ます。 

 最後に、10ページをお願いいたします。 

 令和７年度におけます収支予算書でござい

ます。 

 １の(1)経常収益は１億2,026万円余、(2)

の経常費用は１億3,005万円余、２つ下の当

期経常増減額はマイナス978万円余を見込ん

でおりますが、経費節減を念頭に事業実施に

努めてまいります。 

 熊本県雇用環境整備協会の経営状況の説明

は以上となります。 

 続きまして、インデックス５番の希望の里

ホンダ株式会社の経営状況の資料をお願いい

たします。 

 １ページのほうをお願いいたします。 

 会社概要になりますが、４の設立目的は、

重度障害者の雇用の場を拡大することを目的

としまして、熊本県、宇城市、本田技研工業

株式会社の３者が出資して設立しておりま

す。 

 ６の資本金5,000万円のうち、県が44％の

2,200万円を出資しておるところでございま

す。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 令和６年度の事業報告でございます。 

 ③財産及び損益の状況を御覧いただきたい

と思います。 

 直近４期の損益等を記載しております。 

 一番右の列にあります41期、令和６年度の

売上高は、最上段の100億2,896万円余で、前

年度に比べまして、二輪、四輪組立て事業が

若干伸び悩み、前年度比94％にとどまりまし

た。 

 ２段目の経常利益は4,169万円余、３段目

の当期純利益は3,059万円余となっておりま
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す。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 最下段の従業員の状況を御覧ください。 

 令和７年度３月末時点で、従業員71名、う

ち障害者の方を33名雇用しているところでご

ざいます。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 損益計算書でございますけれども、最上段

真ん中の売上高は、100億2,896万円余とな

り、前年度と比べまして６億908万円余り減

少となっておりますが、最下段の当期純利益

は3,059万円余と、毎期確実に利益計上して

いるところでございます。 

 続きまして、７ページをお願いしたいと思

います。 

 令和７年度の事業計画でございます。 

 令和６年度は、二輪及び四輪組立て事業が

落ち着いておりましたが、令和７年度の需要

はまだまだあると予想しており、全体として

の売上げは、２、収支計画の①売上計画の最

下段の真ん中のところのとおり103億9,709万

円余、令和６年度実績と比較しまして、3.7

％の売上げ増を見込んでいるところでござい

ます。 

 以上、希望の里ホンダ株式会社の経営状況

の説明を終わります。 

 労働雇用創生課は以上でございます。 

 

○小松産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 常任委員会説明資料にお戻りいただき、５

ページをお願いいたします。 

 ９月補正予算に係る事業を１件御説明いた

します。 

 新事業創出促進費の創業・新分野進出推進

事業として100万円を計上しています。 

 この事業では、事業者が法人を設立する場

合に必要な手続に係る相談対応や支援を総合

的に行う窓口、いわゆる熊本県開業ワンスト

ップセンターを設置するものでございます。 

 本事業は、国家戦略特区制度に基づく支援

として措置いたします。法人設立に関する手

続の負担軽減を図り、ビジネスがしやすい環

境を整備してまいります。 

 次に、法人の経営状況に関して、２件御説

明いたします。 

 まず、報告第16号、公益財団法人くまもと

産業支援財団の経営状況について御説明いた

します。 

 別とじのインデックスの６番をお願いいた

します。 

 １ページをお願いいたします。 

 (5)に記載のとおり、本財団は、県内中小

企業者等に対する産業支援を総合的に実施す

ること等を目的といたしました公益財団法人

でございます。 

 (4)に記載のとおり、平成13年に、熊本県

中小企業振興公社、熊本県テクノポリス財

団、熊本県テクノポリス技術開発基金の３団

体が統合し設立され、平成25年に公益財団法

人へ移行するとともに、名称をくまもと産業

支援財団に変更いたしました。 

 ２ページを御覧ください。 

 (8)の組織図に記載のとおり、組織は３部

１センターの体制でございます。 

 例えば、産業振興部では、事業化につなが

る可能性の高い研究開発の推進など、産学連

携の推進を図る産学連携推進室、企業支援部

は、中小企業、小規模事業者の経営力の強化

を図りますよろず支援拠点推進室などによ

り、それぞれ構成されてございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 本財団の事業及び会計体系図をお示しして

います。 

 公益目的事業といたしまして、事業革新、

販路拡大、産学連携を柱に、経営相談、経営

指導、ビジネスマッチングの推進、研究開発
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支援などの各種事業を実施しております。 

 10ページから22ページまで、個別の事業概

要を示しておりますが、詳細につきましては

省略させていただきます。 

 飛びまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 貸借対照表に基づき、本財団の資産額等を

御説明いたします。 

 資産の部において、一番下の資産合計の欄

を御覧いただきますと、資産額は438億5,600

万円余となっております。資産額の減少の主

な要因といたしましては、熊本地震の被災中

小企業に対する長期貸付金について、貸付企

業からの返済が行われたこと等が上げられま

す。 

 続きまして、27ページ及び28ページをお願

いいたします。 

 正味財産増減計算書に基づきまして、本財

団の収支等の状況を御説明いたします。 

 28ページの中段の当期経常増減額を御覧く

ださい。 

 当期経常増減額は、マイナス2,700万円余

となっております。 

 主な要因といたしましては、27ページの下

から２段目にございます起業促進投資有価証

券減損損失に1,994万円余が計上されており

ますところ、本財団がこれまでに実施いたし

ました投資に関して減損処理を行ったこと等

が挙げられます。 

 今後、引き続き、財政状況の安定のため、

費用の節減等に努めてまいります。 

 41ページをお願いいたします。 

 令和７年度事業計画です。 

 ページ中ほどの第３段落にありますとお

り、新規・重点項目として、３項目が上げら

れています。半導体サプライチェーン新規参

入を希望する県内企業への支援策の充実、Ｄ

Ｘ、ＧＸを通じた成長を志向する県内企業へ

の各種支援の強化、ＵＸプロジェクト等にて

事業化に取り組む起業家や事業者への伴走支

援の３項目でございます。 

 国や県等と連携し、ビジネスマッチングや

販路開拓支援など、各種支援に取り組んでい

くこととしてございます。 

 くまもと産業支援財団の御説明については

以上でございます。 

 続きまして、報告第17号、株式会社テクノ

インキュベーションセンターの経営状況につ

いて御説明いたします。 

 インデックスの７番をお願いいたします。 

 １ページを御覧ください。 

 本センターの概要を記載してございます

が、このセンターは、益城町のテクノ・リサ

ーチパーク内で貸し工場の運営管理を行って

いる、平成12年に設立された第三セクターで

ございます。 

 飛びまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 損益計算書に基づきまして、本センターの

収支等の状況を御説明いたします。 

 令和６年度の売上高は、不動産賃貸事業収

入により5,123万円余となり、必要経費等を

差し引いた当期純利益は、表の一番下にあり

ますとおり、958万円余となりました。 

 令和６年度は、年度中の８月末に１社１室

の退去がありましたが、その後、令和７年１

月には全室入居となりましたため、一定の不

動産賃貸事業収入が確保された状況となって

います。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 貸借対照表に基づきまして、本センターの

資産額等を御説明いたします。 

 資産の合計は、一番下の数字にございます

11億7,920万円余となってございます。 

 最後に、飛びまして、11ページをお願いい

たします。 

 令和７年度の事業計画でございます。 

 引き続き、確実な賃料収入の確保に努める

とともに、入居企業への各種補助金や支援施

策などの情報提供といった側面的支援を行っ
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ていくこととしています。 

 産業支援課については以上でございます。 

 

○山田企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 常任委員会説明資料の６ページをお願いい

たします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

でございます。 

 工業団地整備事業費につきまして、３億2,

000万円の増額補正をお願いしております。 

 これは、現在八代市で進めている県営工業

団地八代市事業区の整備に当たり、基本設計

を行う中で、大量の盛土が必要になることが

判明したため、一日も早い分譲開始に向け、

速やかに工事に着手する必要があり、その盛

土の準備工事に要する経費を増額するもので

ございます。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 条例関係議案として、財産取得１件を御提

案させていただいております。 

 まず、取得する財産でございますが、八代

市興善寺町字平石39番ほか151筆、八代市で

の新規工業団地整備事業の用地を取得するも

のでございまして、面積が22万1,077平方メ

ートルとなります。 

 取得の相手方は個人62人、予定価格は12億

6,644万3,785円としております。 

 提案理由としましては、新規工業団地整備

事業を実施するためであり、先ほど補正予算

で御説明をいたしました県営工業団地八代市

事業区の盛土に伴う準備工事に速やかに着手

するため、土地を早期に取得する必要があ

り、この議案を提出するものでございます。 

 企業立地課は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 次に、観光文化部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から説明

をお願いします。 

 脇観光文化部長。 

 

○脇観光文化部長 観光文化部でございま

す。 

 観光文化部関係の議案等の説明に先立ちま

して、県内観光の現状、観光文化部に関する

最近の取組について御説明をさせていただき

ます。 

 初めに、令和７年８月10日からの大雨への

対応についてでございます。 

 先般の大雨では、観光業関係の施設におい

ても、宿泊施設を中心に、浸水や雨漏り、落

雷被害などが多数発生いたしました。また、

観光のトップシーズンである夏休みのお盆時

期とも重なり、発災から１週間程度で、延べ

１万1,000人以上の予約キャンセルが発生

し、観光事業者の方々におかれては、大変大

きな痛手となりました。 

 このため、災害による旅行控えや風評被害

が発生しないよう、発災直後から、時期を逸

することなく、ＳＮＳ等を活用した情報発信

を実施したところでございます。 

 引き続き、情報発信に取り組むとともに、

観光事業者等のニーズをお聞きしながら、効

果的な施策を検討してまいります。 

 続きまして、観光文化部に関する最近の取

組についてでございます。 

 観光分野では、来年夏にＪＲグループ６社

と連携して開催する熊本デスティネーション

キャンペーンに向けて、８月27日に、旅行商

品造成に向けた本県の観光素材をアピールす

る全国宣伝販売促進会議を開催し、500名を

超える観光関係者が一堂に会しました。ま

た、８月28日から29日には、全国からお越し

いただいた会議参加者を対象に、県内８コー

スを回るエクスカーションを実施し、大変御

好評いただいたところです。 

 本キャンペーンにより、国内外から多くの

方々に来訪いただき、本県の魅力を体感いた

だけるよう、誘客促進を図ってまいります。 
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 次に、文化芸術分野においては、アーティ

ストの活動機会の拡大、県内の文化芸術の振

興、そして、文化芸術の力でにぎわいを創出

するため、趣旨に賛同する民間事業者と連携

し、新たな文化芸術コンテンツとして、くま

モンオーケストラを８月に結成いたしまし

た。10月にはお披露目コンサートを開催し、

熊本ならではの文化芸術コンテンツとして、

国内外に発信してまいります。 

 最後に、スポーツの分野では、今月12日

に、国際サイクルロードレース、マイナビツ

ール・ド・九州2025の熊本阿蘇ステージが、

11月11日からは、国際バドミントン大会、熊

本マスターズジャパン2025が開催されます。 

 これらの大会を通して、交流人口の拡大や

経済活性化につなげてまいります。 

 また、４つの県有スポーツ施設の再生につ

いてでございますが、昨年７月に設置した公

民連携によるスポーツ施設整備に関する検討

会議において、計５回の議論が行われ、先月

１日に提言が取りまとめられました。この提

言を踏まえ、９月22日の代表質問に対し、木

村知事から、県としての整備の方向性につい

て表明したところでございます。 

 それでは、観光文化部関係の議案の概要に

ついて御説明いたします。 

 資料13ページを御覧ください。 

 熊本県伝統工芸館条例の一部改正に係る条

例等議案を提案しております。 

 また、報告事項として、県が出資する一般

財団法人熊本県伝統工芸館及び公益財団法人

熊本県立劇場の経営状況について、その他報

告として、第２期熊本県スポーツツーリズム

推進戦略の策定及び４つの県有スポーツ施設

の整備の方向性等について御報告させていた

だきます。 

 詳細につきましては、この後関係課長から

御説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から説

明をお願いします。 

 

○佐方観光文化政策課長 観光文化政策課で

す。 

 13ページ、お願いいたします。 

 議案第11号、熊本県伝統工芸館条例の一部

を改正する条例の制定についてです。 

 概要で御説明いたしますので、15ページを

お願いいたします。 

 熊本県伝統工芸館では、現在実施している

大規模改修に伴いまして、展示室を再配置

し、２階の展示室６室の一体的な使用によ

り、大規模な展示会の実施が可能となること

から、２、改正の内容、(1)に記載のとお

り、企画展示の観覧料について、今回新たに

定めるものです。また、(2)に記載のとお

り、展示室の数と面積を変更することから、

新たな使用料を設定するものです。さらに、

今回の改定では、近年の物価高騰の影響を観

覧料及び使用料に適切に反映する必要がある

ことから、条例の一部改正をお願いするもの

です。 

 なお、３、施行期日については、公布の日

から起算して６月を超えない範囲内において

規則で定める日とし、施設使用の申請等につ

きましては、所要の経過措置を設けて、公布

の日から起算して３月を超えない範囲内にお

いて規則で定める日から施行することとして

います。 

 熊本県伝統工芸館条例の一部改正について

は以上です。 

 続きまして、法人の経営状況報告を行いま

すので、別とじの黄色インデックスの８、こ

ちらをお願いいたします。 

 報告第18号、一般財団法人熊本県伝統工芸

館の経営状況について御説明いたします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 当法人の設立目的、基本財産等は記載のと

おりでございます。 



第４回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和７年10月２日) 

 - 12 - 

 ３ページをお願いいたします。 

 (1)に記載のとおり、令和６年度は、伝統

工芸館の開館以来初めてとなる大規模改修工

事に着工いたしました。工事に伴いまして、

ショップ、事務所ともに仮施設へ移転し、収

蔵品や備品は、旧阿蘇保健所に移転するなど

の対応を行いました。このような大規模改修

工事への対応を見越して経費節減に努めた結

果、下の枠囲みに記載のとおり、令和６年度

末正味財産期末残高は、前年度より745万円

余増加し、約9,800万円となりました。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 (2)施設の利用状況、(3)観覧料及び使用料

の収入状況、また、(4)入館者数や工芸品の

売上げの実績値につきましては、工事に伴う

休館等の影響もあり、いずれも前年度から減

少しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ここからは、事業区分ごとに、令和６年度

の実施状況を記載しております。 

 まず、御覧いただいているページから８ペ

ージまでが、指定管理事業の管理部門、そし

てショップ部門についてです。 

 １階展示室における工芸展など企画展示、

また、工芸家の人材育成、県内外でのイベン

トへの出展や販売店舗等での出張販売などを

行いました。 

 ９ページをお願いいたします。 

 こちらの公益目的事業につきましては、記

載のとおり、新商品販売及び展示販売への助

成、また、技術力や販売力向上のための助成

などに取り組みました。 

 飛びまして、21ページ、お願いいたしま

す。 

 こちらは、令和７年度の事業計画について

です。 

 休館中も、工芸家への支援、伝統的工芸品

の販路確保等に取り組むとともに、令和８年

３月のリニューアルオープンに向けまして、

着実に準備を進めることとしております。 

 最後に、25ページをお願いいたします。 

 令和７年度の収支予算書です。 

 工事によりまして、約１年間、仮事務所と

仮ショップでの運営となるため、収支ともに

前年度を下回り、引き続き経費削減等に努め

ることとしております。 

 一般財団法人熊本県伝統工芸館の経営状況

の報告は以上です。 

 続きまして、黄色インデックスの９をお願

いいたします。 

 報告第19号、公益財団法人熊本県立劇場の

経営状況について御説明いたします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 当法人の設立目的、基本財産等は記載のと

おりです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 中段に記載のとおり、令和６年度は、第５

期事業計画に沿って着実な業務運営を行って

おり、施設利用率は、コンサートホール、演

劇ホールともに高い水準となっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 収支決算の状況の表により、令和６年度の

決算について御説明いたします。 

 下から５行目の当期収入合計は、前年度よ

り8,611万円余増加し、５億9,603万円余、そ

の下の当期支出合計は、前年度より8,250万

円余増加し、５億8,686万円余となりまし

た。その下の当期収支差額は、916万円余の

黒字となり、これに前期繰越収支差額5,147

万円余を加えた次期繰越収支差額は、6,064

万円余の黒字であり、当法人の財務の健全性

は保たれております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 (2)使用料については、施設、駐車場とも

に前年度より増額となっております。 

 (3)入場者数については、前年度より大幅

に増加しており、コンサートホール及び演劇

ホールの利用率ともに高い水準を維持してお

ります。 

 次に、５ページをお願いいたします。 
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 (4)文化事業につきましては、県立劇場の

自主事業である公演のチケットの売行きが大

変好調で、特に、次の６ページに記載してお

りますが、全国共同制作オペラ「ラ・ボエー

ム」、また、佐渡裕指揮、新日本フィルハー

モニー交響楽団については、チケットが完売

しております。 

 ページ飛びまして、23ページをお願いいた

します。 

 令和７年度の事業計画についてです。 

 最下段に記載のとおり、文化、実演芸術を

通じて、アジア各国との相互理解を深めるシ

アターアジア事業により、多彩な公演を実施

することとしております。 

 最後に、25ページをお願いいたします。 

 令和７年度の収支予算書です。 

 収支ともに前年度より若干下回りますが、

引き続き、県民の皆様に質の高い文化、実演

芸術を鑑賞する機会の提供に取り組むことと

しております。 

 観光文化政策課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から説明をお

願いします。 

 久原企業局長。 

 

○久原企業局長 企業局でございます。 

 企業局関連の議案でございますが、電気事

業会計につきまして、増額補正１件、債務負

担行為の変更１件お願いするものでございま

す。 

 詳細につきましては、この後総務経営課長

が説明しますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から説

明をお願いします。 

 

○馬場総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 企業局の議案は、電気事業会計における増

額補正１件、債務負担行為の変更１件でござ

います。 

 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 ９月補正予算総括表、上段の電気事業会計

の収益的支出におきまして、１万円余の増額

をお願いしております。 

 19ページ中段の収益的支出の営業外費用の

説明欄にありますとおり、企業局公用車１件

に係る過年度分ＮＨＫ受信料の支払いに要す

る経費の増額補正でございます。電気事業会

計分として今回計上するものでございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 令和７年２月定例会において承認いただき

ました令和７年度電気事業会計の債務負担行

為の変更でございます。 

 企業局所有施設等管理業務に係る令和８年

度の限度額につきまして、6,100万円余の増

額変更をお願いしております。 

 具体的には、緑川第二発電所の取水口除塵

機、取水口の流木等を除去する装置でござい

ますが、その更新に係る詳細設計におきまし

て、一部の構成機器に著しい劣化が判明した

ことから、更新機器の追加等を行うものでご

ざいます。 

 企業局は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 質疑を受けた課は、課名を言って、着座の

ままで説明をしてください。 

 また、発言する際は、マイクに向かって明

瞭に発言いただきますようお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 
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○吉田孝平委員 ６ページ、企業立地課に質

問でございますけれども、八代工業団地の施

設整備事業費で、今回土地が低かったという

ことで、盛土の準備のお金が必要ということ

でございますけれども、これは、完成まで、

今後のスケジュール、2028年が分譲予定だっ

たですかね、たしか。その辺、スケジュール

的には問題ないのか、そこを教えていただけ

ればと思います。 

 

○山田企業立地課長 本年度から盛土の準備

工事に入りまして、令和８年、９年度に造成

工事に入ります。令和10年度ですので、2028

年度になるかと思いますけれども、令和10年

度の分譲開始に向けて、今後工事を進めてま

いります。 

 

○吉田孝平委員 スケジュールはそのまま大

丈夫ということでございます。で、私も予定

地を見させていただきましたけれども、場所

的に、ちょっと大きな機械等が入りにくい場

所でもございますし、今後、何らかのトラブ

ルの可能性もございますので、2028年度に間

に合うように、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○松田三郎委員 関連でいいですか。引き続

き、山田課長にです。 

 資料12ページ、御説明がありましたが、興

善寺町というと、今般の災害で、八代地域の

中でも一番被害が大きかったというのはよく

出てました。町自体が広いんで、ここはどれ

ぐらいだったかは分かりませんし、基本、元

というか、今は農地に近い状況ですので、あ

んまり災害はなかったのかもしれないし、あ

ったとしても、今後造成していくので、そん

な大きい影響はなかったのかなあと思ってま

すが。この、実際62人から、これからですよ

ね、この用地買収というのは。それに関し

て、別にその災害のあるなしも含めて、何か

影響があったのか、なかったのか、ちょっと

あったのかとか。そこだけ……。 

 

○山田企業立地課長 今回提案をさせていた

だいている62名の方には、７月末に、集団調

印という形で行いまして、それも災害の前で

はあったんですけれども、仮契約という形

で、今契約書を取り交わしをしているという

ことで、今回の議決をもって本契約に移ると

いう流れになっております。 

 災害に関して、災害後、何か当方に対して

御要望があったということはございませんの

で、このまま土地の契約のほうを進めさせて

いただければと考えております。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

された議案第１号、第４号、第６号、第11

号、第13号及び第58号について一括して採決

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外５件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外５件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も
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継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

（｢はい。お願いします」と呼ぶ者あ 

り） 

○髙島和男委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 私から２点ほど御報告させていただきま

す。 

 まず１点目、第七次熊本県環境基本計画の

策定について御報告します。 

 初めに、１番、経緯です。 

 熊本県では、平成２年に熊本県環境基本条

例を制定し、同条例に基づき、環境基本指針

及び環境基本計画を策定しました。その後、

直近では、令和３年度に見直しを行い、現指

針及び現計画を策定しております。 

 策定の概要につきまして、資料の中ほどの

表を御覧ください。 

 表右下にあります現計画は、令和７年度に

対象期間が満了いたします。このため、現指

針の後期計画として、表右下、枠囲みにあり

ます次期計画の策定が必要となっておりま

す。 

 次に、具体の策定方針です。 

 ３番を御覧ください。 

 次期計画では、主に次の５点を考慮して作

成をします。 

 まず、(1)番、現指針で示されているゼロ

カーボン社会、自然共生社会等の７つの環境

施策の方向に従い策定を進めます。 

そして、(2)番、今後の県政の動向や関係

法令等との整合性、環境に関する国際的な取

組等を踏まえた内容とします。 

その上で、(3)番、新たな課題や本県にお

ける課題を踏まえた効果的な数値目標を設定

します。 

 最後に、(4)、(5)ですが、重点テーマにつ

いて御説明します。 

 新たな展開が必要となる課題または熊本県

特有の課題のうち、特に計画期間内において

重点的に取り組む必要があるものを重点テー

マに設定します。次期計画では、熊本地域の

地下水保全対策を重点テーマとしたいと考え

ております。 

 また、現計画の重点テーマであります地球

温暖化対策については、次期計画においても

重要な取組として、内容を拡充したものを計

画に記載したいというふうに考えています。 

 このような策定方針に沿って、４、策定体

制にありますけれども、庁内の熊本県環境政

策推進本部及び庁外の熊本県環境審議会で計

画の内容を検討してまいります。 

 最後に、５番、スケジュールです。 

 現在も進めておりますが、令和７年の11月

まで、庁内協議及び庁外協議を計３回実施い

たします。そして、令和７年12月に、経済環

境常任委員会及び海の再生及び環境対策特別

委員会で計画の概要を御報告した上で、パブ

リックコメントを実施いたします。その後、

令和８年１月に、熊本県環境審議会及び熊本

県環境政策推進本部会議で審議いただき、２

月定例会で計画案を提案し、議決いただきま

したら、令和８年３月に公表したいと考えて

おります。 

 本件についての報告は以上になります。 

 続きまして、次期熊本地域地下水総合保全

管理計画の策定についての御報告です。 

 資料、左側の現行計画の概要を御覧くださ

い。 

 この計画は、住民、事業者、行政が一体と

なって取り組む共通の地下水保全目標を設定
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するもので、昨年度計画期間を１年延長した

ため、計17年間の計画となっております。ま

た、策定の主体は、県と熊本地域11市町村と

なります。 

 目標の達成状況ですが、地下水の採取量

は、令和６年度目標の１億6,550万立方メー

トルに対し、令和５年度実績は１億6,133万

立方メートルでした。地下水の令和６年度目

標涵養量3,800万立方メートルに対し、白川

中流域における冬期湛水開始など、水田湛水

事業の実績が大幅に増加したこともあり、令

和６年度実績が4,353万立方メートルと目標

を大きく上回っています。また、地下水質の

保全については、指標井戸の硝酸性窒素の濃

度について、削減計画策定時の濃度に応じて

削減目標を設定していました。その改善状況

については、指標井戸の平均値は緩やかに減

少しているものの、個別指標井戸で見ると、

増加傾向の井戸や基準超過井戸が見られると

いう状況になっております。 

 続いて、２番、次期管理計画の方向性につ

いてです。 

 令和８年度を初年度とし、計画期間は５年

間としています。 

 長期的なビジョンとして、熊本地域が目指

す将来像を設定します。熊本の宝である地下

水の恵みを守り継いでいく熊本地域を目指す

姿として掲げ、３つの黒丸でお示ししている

事項を軸に、資料、左下記載の基本的施策に

取り組むこととしております。 

 資料の右側をお願いいたします。 

 次期計画における目標値ですが、地下水採

取量については、工業用途の増加が見込まれ

る中ではありますが、有明工業用水道の活用

や水道事業による漏水対策等の新たな取組を

進め、現計画の目標値からの増加量を150万

立方メートル以内に抑えます。 

 地下水涵養量については、採取量の増加や

土地利用の変化による影響の最小化を図る観

点から、近年拡大傾向にある水田湛水の実績

を維持しつつ、水田湛水以外の涵養方法によ

り、さらなる上積みを図ります。 

 水質については、別途個別計画や条例で目

標を定めているため、それと同じものとさせ

ていただきます。 

 この目標値を踏まえ、地下水のシミュレー

ションを行いました。結果としては、各種対

策を講じることで、地下水の流入量と流出量

はほぼ均衡する見込みとなりました。主に地

下水が利用される第１・第２帯水層における

地下水の貯留量については、約100億立方メ

ートルからほとんど変化せず、その変化は１

％未満です。一部地域において0.88メートル

ほど地下水が下がるとの結果も出ています

が、賦存量に与える影響は１％未満であるこ

とを考えると、この目標値を達成すること

で、熊本地域における地下水の持続的な利用

は十分可能であると言えると考えておりま

す。 

 最後に、この計画のスケジュールになりま

すが、今日の報告を踏まえまして、今後、学

識経験者や民間事業者との意見交換を行い、

計画素案をまとめ、12月をめどに、県政パブ

リックコメントの実施、来年２月をめどに、

県及び11市町村の各自治体間での合意と進め

てまいりたいと考えております。 

 説明は以上になります。 

 

○松尾スポーツ交流企画課長 スポーツ交流

企画課でございます。 

 報告資料の③、第２期熊本県スポーツツー

リズム推進戦略の策定についてを御覧くださ

い。 

 まず、計画策定の背景・趣旨でございま

す。 

 令和３年度に第１期熊本県スポーツツーリ

ズム推進戦略を策定し、各取組を進めてまい

りました。第２期戦略では、第１期戦略の成

果やスポーツツーリズムを取り巻く現状、課

題を踏まえ、作成を進めているところでござ
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います。 

 計画の概要でございますが、後ほど御説明

させていただきます。 

 今後のスケジュールとしましては、パブリ

ックコメントを行い、12月中の計画策定を予

定しております。 

 続きまして、次のページのＡ３判の資料

で、戦略の概要を御説明いたします。 

 まず、左側の中段でございますが、当該計

画のビジョンとしまして「スポーツの力で地

域を豊かに」を掲げております。計画期間を

令和７年度から令和９年度の３か年間として

おります。このビジョンを達成するため、現

状と課題、また、それらを踏まえた目指すべ

き方向性を整理の上、資料、右側にございま

す基本戦略として、戦略１から戦略３を設定

しております。 

 戦略１の観光の柱ともなるスポーツの産業

化やスポーツを通じた地域活性化につきまし

ては、来年菊陽町に西日本最大級のアーバン

スポーツ施設がオープンいたします。本県が

アーバンスポーツの聖地となるよう取組を進

めてまいります。また、国際スポーツ大会招

致や合宿誘致、プロスポーツの振興などに取

り組み、スポーツの産業化や地域活性化につ

なげていきたいと考えております。 

 戦略２の県民の健康と地域経済を豊かにす

るコンテンツ開発につきましては、県民の健

康増進や誘客促進につながるスポーツコンテ

ンツのブラッシュアップ、商品化に加え、誰

もが参加できる熊本ならではのスポーツ大会

の充実を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 戦略３の観光誘客・地域活性化に繋がる推

進基盤の充実につきましては、スポーツコミ

ッション機能の強化や県有スポーツ施設の再

生、整備を進めてまいります。 

 最後に、目標設定につきまして、３つの戦

略に対応する形で右側に記載しております。 

 報告資料③の説明は以上になります。 

 続きまして、報告資料の④、４つの県有ス

ポーツ施設の整備の方向性について御説明を

いたします。 

 資料の上段を御覧ください。 

 施設整備の方向性につきましては、昨年７

月に設置しました検討会議において、計５回

の議論を行い、先日、９月１日に澤田座長か

ら木村知事へ提言をいただきました。県で

は、提言書をしっかり吟味し、官民共創によ

る県有スポーツ施設の整備により、スポーツ

を通じたくまもと新時代の実現を目指し、今

定例県議会で、県としての整備の方向性等に

ついて、木村知事が表明したところです。 

 この資料は、知事の表明当日に部長記者会

見を行い、公表した資料となります。 

 各施設の方向性でございますが、資料の中

段を御覧ください。 

 上から、まず、熊本県立総合体育館につき

ましては、一般利用に加え、プロスポーツや

国際大会への対応、交通利便性の高さなどを

踏まえ、アリーナ施設として、現地再整備を

進めます。 

 当面の対応としましては、来年度には基本

計画策定等に取り組みます。また、整備手法

やＰＦＩ法に基づく実施方針等の検討、事業

者公募などを進めてまいります。 

 次に、藤崎台県営野球場につきましては、

屋内練習場の整備など、求められるニーズに

対応するための必要な面積の確保や現地再整

備における各種法令等のハードルの高さなど

から、移転再整備を進めます。 

 当面の対応としましては、県立体育館の整

備から間を置かずに取り組むこととし、移転

先選定に向けた条件等を整理し、公募を実施

します。また、整備手法やＰＦＩ法に基づく

実施方針等の検討、事業者公募などを進めて

いきます。あわせて、現在の藤崎台県営野球

場の取扱いに関する検討なども進めてまいり

ます。 

 次に、熊本武道館については、老朽化の状
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況などを踏まえ、空調設備等の整備といった

改修を進めます。 

 既に空調設備等の整備に向けた現地調査や

検討に着手しており、設計や工事等に早急に

取り組んでまいります。 

 最後に、県民総合運動公園陸上競技場につ

きましては、現状維持とし、ハード、ソフト

の両面から、総合的に交通アクセスの改善を

進めていきます。 

 整備を進めていくに当たっての主な検討課

題としまして、施設の適正な規模、機能の精

査、事業費の算定、それから、財源の確保、

地元経済界、県民等が施設を支える仕組みづ

くり、交流人口の拡大や地域経済活性化を図

るための施設の需要創出を上げております。 

 スケジュールですが、検討課題について

は、直ちに検討を開始し、順次取組を進めて

まいります。早急に整備できるよう、スピー

ド感を持って進めてまいります。 

 スポーツ交流企画課は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○松田三郎委員 最後の説明の松尾課長にお

尋ねしたいと思います。 

 昨日の特別委員会で公表された後、また脇

部長のいろんなレクもあって、その後反応ど

うですかと聞いたら、おおむね好意的な感想

があったと。私も、中身もさることながら、

知事が当初おっしゃってた時期をかなり前倒

しをしていただいて、関心のある県内の自治

体でありますとか、いろいろな企業も、早め

に方向性を決めてもらわぬとなかなか準備に

着手できないとかというような御意見ももと

もとあったところですので、大変私も、内容

も含めて評価をしたいと思います。 

 優先順位をつけるとなると、なかなか――

これからの話も含めてですが、非常に庁内で

もやっぱり議論があるところだったんだろう

と思って、そういうところも評価したいと思

います。 

 特に、１点だけ、武道館のスケジュール

が、早急に取組を進めると。何か、どこかで

聞いた話、はっきりおっしゃったかなんかは

別として、来年の今頃に空調の整備をと。精

いっぱいいったとしてという話だったのかも

しれませんけれども、ここ数年の非常に暑い

夏を考えると、我々が思うように、そんなす

ぐにはできないのかもしれませんが、できる

だけ早く、まさに、ここにいついつと書いて

しまうと、なかなか支障があるのかなとも思

いながら、そういう意見もありましたので、

ちょっとお答えいただきたいのと、ここに、

空調設備等と。別にこの機に乗じてというつ

もりはございませんが、やっぱり空調を整備

するならば、非常に老朽化してますので、効

率がよく、よく冷える、よく温まるために

は、やっぱり隙間なり何なり、防暖等も必要

でしょうし、トイレなんかの改修もしてなか

ったかなと思いますので、その対象も若干広

げていただきたいと。もうそのつもりもある

のかなとは思いますけれども、言える範囲で

結構でございますけれども、お答えいただき

たいと思います。 

 

○松尾スポーツ交流企画課長 スポーツ交流

企画課でございます。 

 お尋ねの武道館の件につきましては、体育

保健課、それから我々関係課で協議をしまし

て、一応、体育保健課のほうから９月補正予

算の追号という形で、設計費の予算計上、そ

れから来年度の債務負担行為の設定といった

ような予算面の対応をしております。 

 で、その中身につきましては、空調設備は

もちろんですが、やはり空調設備を導入する

となりますと、気密性というのが必要になり

ますので、そういったサッシ等の改修ですと
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か、あと、やっぱり相当老朽化している部分

があります。今、松田先生御指摘のトイレ等

も含めて、シャワー、そういったのも含め

て、全体的に改修をするというところの設計

費というようなことで計上をされているとい

うことでございます。 

 で、できるだけ早急に、空調等が早期に稼

働できるようにというところで今取組を進め

ておるところで、ただ、どこまで前倒しがで

きるかというところが、ちょっと一つ今後の

課題になるかなというようなところでござい

ます。できるだけ早急に改修を進めていくと

いうところでございます。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 答弁にもありましたようにね、教育庁体育

保健課、別に悪口じゃありませんけれども、

教育委員会の方は非常に真面目な方が多い、

別に観光文化部が不真面目と言ってるわけじ

ゃないんですが、そういう意味では、やっぱ

り部長なり課長がしっかり、ここまで議論し

ていただいた中にも、大分加速するために尻

をたたいていただいたというような話も聞い

ておりますので、引き続き、スピード感を持

って、できるというところを、ぜひ引き続

き、部長、課長からも教育委員会を応援して

いただきたいというのを要望しておきたいと

思います。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○髙木健次委員 今、松田委員のほうからも

ありましたが、４つのスポーツ施設の整備の

方向性についてということで、２番目の藤崎

台球場についての質問をちょっとさせていた

だきますが、知事の発表では、県立総合体育

館をまずもってやると、一番に。球場は、移

転を含めて、またこれから考えていくという

ことで、藤崎台球場が当分の間はこのまま続

くと思うんですけれども、ただ、昨年の12月

の質問で、私のほうも、やる気のある市町村

等にもその旨を伝えてということで、ちょっ

と質問したんですけれども、ここで、移転先

選定に向けた条件等を整理し、公募の実施と

ありますが、これは当然市町村を含めての公

募、あるいは、ここにあるＰＦＩとか、ＰＰ

Ｐとかの企業関係の方法ですよね、これも含

めての公募なのか、それが１つと、例えば、

市町村であったら、それぞれの市町村がやっ

ぱりあるわけですから、球場誘致となると、

非常に、かなり市町村としては、ハードな面

もあるのかなというふうに思います。 

 なぜならば、非常に、今球場を造ろうと思

っても、やっぱり200億、300億とか、特に、

ドーム式ですれば、それこそまた相当の金額

も要るということは、やっぱり市町村ではな

かなか厳しい条件なのかなと、公募しても。

そういうこともあるだろうし、その辺をどう

考えておられるのか。 

 例えば、市町村で、景気のいいところが資

金を提供しますよとか、そういう話も今何か

ぼつぼつあるような話もちょっと耳にしたん

ですけれども、その辺も含めてなのか。 

 よければ、僕としては、やっぱり藤崎台は

そのまま残しとくのはもう当然だろうと思う

し、ただ、球場は、もう本当に早急に整備を

してやらないと、体育館ができてからその次

といっても、これは順次併せて体育館を進め

ながらこっちも進めていくというふうに思っ

ておりますけれども、その時期もやっぱり極

力早く進めてほしいという感じがしておりま

す。その辺も含めて、課長の答弁をちょっと

お願いしたいと思います。 

 

○松尾スポーツ交流企画課長 スポーツ交流

企画課でございます。 

 今御指摘のございました野球場のまずスケ
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ジュール的な話を申しますと、この資料にも

記載しておりますが、熊本県立総合体育館の

整備から間を置かずに取り組むと。これは、

検討会議の提言でも、優先順位、なかなか―

―まず、県立総合体育館が１位で、野球場２

位というようなところで提言自体はあってる

んですが、できるだけ間を置かずに取り組ん

でほしいというような意見がございました。

そういう趣旨で、この間を置かずに取り組む

というところを記載しております。 

 で、その下の説明資料のスケジュールのと

ころにも、今、体育館のほうが、実施方針、

公募、契約というところが2028年度という、

これはあくまでもまだイメージではございま

すが、野球場がその約１年後というような形

で、やはり移転先も一応公募で探していくと

いう関係で、スケジュール上は、今こういう

スケジュールを想定しておりますが、できる

だけスピード感を持って取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

 もう１つ、公募についてのお尋ねでござい

ますが、詳細設計はこれからというところに

なります。ただ、やはり移転先となる市町村

のまちづくりに相当なインパクトがある施設

になるというふうに思いますので、少なくと

も、市町村は、何らかの形で関わりを持つよ

うな、そういう制度設計が必要かなというふ

うに思っております。 

 また、その移転先の公募と別に、事業者の

公募というところで、実際事業を進めるとき

の公募については、基本的には資金、民間活

力の導入といったところを視野に具体化を進

めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 いろいろ課長のほうの話聞

いたら、おいおいその前にしっかりと詰めて

いくという状況で進むのかなと思ってますけ

れども、やっぱり市町村で野球場をという

と、非常に土地の問題も出てくるんですよ

ね、やっぱりね。これが非常に大きな問題だ

ろうと。そして、なおかつ、新しい球場を造

るということになれば、やっぱりどうしても

藤崎台の規模で、よそに持ってくるというこ

とじゃなくしてですよ、造るんだったらそれ

なりの、それは知事も十分頭に入れておられ

ると思うんですけれども、それなりの球場、

観客を３万人入れるとか、プロ野球がしょっ

ちゅう熊本にも来てくれる、そしてまた、そ

ういう状況を含めると、土地の問題が一番だ

ろうと思うんですよね。土地を含めて市町村

がやるということになると、非常にお金もか

かるだろうし、そうすると、県有地等の問題

等もやっぱりこれからのあれには出てくると

思うんですよね。その辺はしっかり含めて検

討していただきたいというふうに思っており

ますが。 

 僕はやっぱりどっちかというと――私の意

見ですけどね。ＰＦＩとか、そういう方法が

一番早くできるんじゃないのかなというふう

に思っておりますので、その辺は頭の中に入

れとっていただければ大変ありがたいなとい

うふうに思っております。 

 ただ、何回も申しますけれども、要は、何

年後に、何年度にこれを完成できるかという

ことで、これから非常に皆さん方の御苦労も

多いかと思いますけれども、今の状況からす

ると、一日も早く造ってくださいというだけ

しか私のほうも言えませんから、ただ、そこ

をしっかり部内でまた協議をしていただき、

知事ともしっかりと協議していただければあ

りがたいなというふうに思っております。 

 また、球場は、本当に、熊本県のプロ野球

関係の選手たちもいっぱいおられますので、

特に、前から言ってるんですけれども、有名

な監督とか選手たちいっぱいおられます。お

金もたくさんあるんだろうと思いますから、

寄附も、そういう方々に、熊本で球場を造り

たいから、寄附をお願いしますとか、そうい

うことも含めて、しっかりと取組をしていた
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だければありがたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 要望でいいですか。 

 

○髙木健次委員 要望で。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○髙井千歳委員 すみません、次期熊本地域

地下水総合保全計画の策定について御質問さ

せていただきたいんですけれども、今の計画

は、地下水採取量を削減して涵養量を増加さ

せて水収支を改善するような内容かというふ

うに思うんですけれども、この次期計画案を

見てみると、地下水採取量に見合う涵養と

し、地下水採取量の増加を許容しているよう

に思えるんですけれども、有明工業用水など

の活用だけではなくて、そもそも、その取水

量の削減というのは、企業に求めていく計画

になるのかどうかということと、もしなるの

であれば、具体的にどのように記載をしてい

くのかというところを教えてください。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 御指摘のとおり、地下水の保全について

は、企業の採取量を可能な限り少なくしてい

ただくということが非常に重要になってまい

ります。その点については、今までの計画で

も変わりませんし、それから、今後の計画に

おいても変わらないというふうに考えていま

す。 

 ただ、１つだけ御理解いただきたいのは、

経済発展の中で水を使わなくてはいけないと

いう部分はどうしてもありますので、その

分、水の採取量が増えてしまうという部分に

ついては、全く増やさないというのはなかな

か難しいというふうに思っていまして、そう

はいっても、増やし過ぎてはいけないので、

それを可能な限り少なくする、そういったス

タンスで臨みたいというふうに思っていま

す。 

 また、具体的には、地下水採取の申請をし

ていただいて、それに対して許可を出してい

くわけなんですけれども、その過程で、合理

的に地下水を使う計画になっているかという

のをしっかり確認しながら進めていきたいと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

 

○髙井千歳委員 ありがとうございます。 

 それと、シミュレーションについてお伺い

をしたいんですけれども、以前出ていたシミ

ュレーションの予測が、最悪のシミュレーシ

ョンをした場合ということで、1.12メートル

の低下予想だったと思うんですけれども、今

回見てみると0.88メートルというところで、

予測の値が変わったのか、変わったとしたら

どういう要素が加味されて変化したのかとい

うところがちょっと私も分からなかったの

で、教えてください。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 シミュレーションの前提についてというこ

とだと思いますけれども、例えば、前回のシ

ミュレーションにおきましては、セミコンテ

クノパーク周辺で、約1,200万立米ほど地下

水が採取されるという想定でシミュレーショ

ンをしておりました。これは本当に、そのと

き入っていた情報を可能な限り最大限見積も

って、少し厳しめに数字を置いてシミュレー

ションをさせていただいております。 

 それに対して、今回は、シミュレーション

の直前までの情報としまして、ここまで地下

水の採取量を削減できるのではないかという

ことで、数字を、1,200万トン増加というと
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ころから900万トン増加というところまで下

げた形でやらせていただいております。その

差分の300万トンにつきましては、先ほど申

し上げた企業の採取量の低減の呼びかけであ

りますとか、それから、一般的な節水であり

ますとか、そういったものを含めて試算をし

ているところでございます。 

 

○髙井千歳委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら、賦存量にほとんど変化は

ないというふうに先ほどおっしゃっていただ

いてましたけれども、それは、賦存量だけで

はなく、湧水量にも変化がないという理解で

よろしいんでしょうか。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 お示しの資料、右下のシミュレーションの

図が２つ、前回のものと今回のものとありま

して、その図の中の下のほうに赤い枠で囲ん

でいるところ、こちらに白抜きで書いてある

のが、｢うち」というところに湧水量が書い

てございますけれども、前回のシミュレーシ

ョンが8.35億に対して、今回のシミュレーシ

ョンは8.32億ということで、約300――失礼

しました。すいません、逆ですね。読み上げ

た順番間違えてしまいました。逆になります

けれども、むしろ、前回のシミュレーション

と比較すると湧水量が増えていくというよう

なシミュレーションになっております。 

 

○髙井千歳委員 ありがとうございます。 

 すみません、ちょっと続けてよろしいです

か。 

 今度は水質のことについてちょっとお尋ね

をしたいんですけれども、この硝酸性窒素の

ことについては記載があるんですけれども、

新しい計画に、ＰＦＡＳに関する記載という

のは、する予定はないのかというところをち

ょっとお聞かせください。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 委員のただいまの御質問ですけれども、地

下水質保全目標にＰＦＡＳを入れたらどうか

という御意見かと思うんですけれども、ＰＦ

ＡＳについては、現在県内の状況を詳細に把

握しているところでございまして、今年度い

っぱいで、あらあら、県内の地下水、河川の

状況が分かるところでございます。 

 また、このＰＦＡＳの中でもＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡについて、今現在問題なっておりまし

て、全国的にもいろいろ出てきているという

ことで、これは、水道法に基づく水質基準の

ほうに今度格上げになることになっておりま

す。 

 ただ、環境のほうにつきましては、まだ環

境基準よりも１つ下の要監視項目という項目

になっておりまして、その要監視項目といい

ますのは、公共用水域等の検出状況から見

て、引き続き、データを、知見の集積に努め

るという項目でございますので、そういう国

の動きとか、全国の状況を踏まえて検討して

いくことになるかというふうに考えておりま

して、今のところはまだその段階ではないと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○髙井千歳委員 ありがとうございます。 

 このＰＦＡＳに関連してなんですけれど

も、ＰＦＢＳとＰＦＢＡの値が稼動前、稼働

後と上がったという報道が３月あったと思う

んですけれども、ほかのＰＦＡＳ類について

はどうだったのかというところと、あと、そ

の後、企業へのヒアリングも含めて、働きか

けを８社に行っていくということだったと思

うんですけれども、その後の進捗といいます

か、今の状況というのを教えてください。 

 

○廣畑環境保全課長 ただいまの御質問です
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けれども、その点に関しましては、調査を進

めておりまして、来週になりますが、10月８

日に、環境モニタリング委員会、これは専門

家による委員会ですけれども、そこのほうに

報告させていただいて、そこの意見を踏まえ

て、最終的には公表というふうに考えており

ます。 

 

○髙井千歳委員 ありがとうございます。 

 そのときに働きかけの状況なども御説明を

されるということでしょうか。 

 

○廣畑環境保全課長 すみません、抜けてお

りました。 

 企業への働きかけについて、ヒアリング等

を行っておりますので、その結果につきまし

ても、８日のモニタリング委員会のほうに報

告して、最終的に公表できるところについて

は、きちんと公表していきたいというふうに

考えております。 

 一部に、企業情報、秘密情報のところもあ

りますので、その点は注意しながら公表して

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○髙井千歳委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

します。 

 次に、その他のその他に入りますが、委員

から何かありませんか。 

 

○松田三郎委員 観光に関するというか、部

長か浦本課長かと思うんですけれども、特殊

な事例と思いますけれども、全国の中で、い

わゆるオーバーツーリズムとか、インバウン

ドがあるところに集中して、いろいろ地域住

民とトラブルがあってるとか、そういう報道

をたまに見ますけれども、熊本県内の場合、

そこまで極端なところはないだろうとは思い

ますけれども、今までのいわゆる観光地とい

うところじゃないところにも、意外と人が多

いという事例も全国で見ますので、県内で、

急激に観光客、インバウンド、国内含めて、

増えて、トラブルとまでは言いませんけれど

も、何かちょっと対応に困っているところが

あるらしいという情報、例えば、市町村、あ

る地域とかという話はあるんですか。という

か、そういう事例は。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 お尋ねのオーバーツーリズムに関する県民

生活への影響という、その事例でございます

けれども、クルーズ船が、大量に、5,000人

規模で来た場合に、いわゆる熊本市内の神社

等々におきまして集中するということで、隣

家に、その神社に隣接する住家のほうにちょ

っと一部侵入したりでございますとか、阿蘇

地域の高森のほうに、有名な熊野座神社とい

う、オーバーツーリズムで殺到している地域

がございますけれども、そういったところ

で、一部トイレ等のマナー違反、そういった

のがあっているというふうな情報については

伺っております。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 オーバーツーリズムと言わ

れる程度までではなくても、今おっしゃった

ところとか、これからそういうところも出て

くるかもしれない。 

 例えば、民間ですから、あるいは公的な施

設じゃないところなんかは、日本人向けもそ

うでしょうけれども、外国人向けに、ここで

こうしてくださいみたいな、説明すれば分か

ってもらえるという点においては、道路なん

かは、標識とかサインとかというのは、それ
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は、国交省なり、別のいろいろな言語での表

記というのは、公的な部門がやるんでしょう

けれども、観光施設とか、あるいは、その周

辺のことで、何かこう、外国語の表記なり何

かするというときに、一部補助があったよう

な記憶もありますけれども、なかったような

記憶もありますけれども、何かありますか

ね。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 一応、オーバーツーリズムというか、対策

という形ではございませんけれども、地域一

体で観光地域づくりに取り組む、そういった

地域に対しまして、課題解決型の補助金とい

うものを用意しております。それは、いわゆ

るインバウンドを受け入れるための多言語表

記でございますけれども、そういったものを

想定してございますけれども、オーバーツー

リズム、そういった一部マナー違反等の対策

で、そういった注意を呼びかけるための言語

表記でありますとか看板の設置、そういった

ところにも対応いただけますので、そういっ

たところの利用を促していきたいというふう

に考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 私は、今その論調が、オーバーツーリズム

に近いような話からそこに行ったもので、若

干誤解を与えそうでしたけれども、私も、ど

ちらかというと、受入れにそれだけ気を配っ

てますよというようなアピールをできるとい

うツールとして、外国語表記というのも、何

か補助があればもっと進むかなと思いました

ので、要望した次第でございます。 

 答弁結構です。以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかに何かありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了しました。 

 最後に、要望書等が７件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第４回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時29分閉会 
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